
～ 臨時福祉給付金の通知書を発送しました ～
    受付期間は、9月１日～平成28年３月１日です
    ■問い合わせ先　社会福祉課☎（52）1112

平
成
26
年
４
月
１
日
か
ら
消
費
税
率
が
８
％

に
引
き
上
げ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
消
費
税

の
引
き
上
げ
に
伴
う
負
担
を
緩
和
す
る
た
め
、

所
得
の
低
い
方
に
「
臨
時
福
祉
給
付
金
」
を
支

給
し
ま
す
。

な
お
、
こ
の
給
付
金
は
、
基
準
日
（
平
成
27

年
１
月
１
日
）
時
点
で
下
野
市
に
住
民
登
録
さ

れ
た
方
（
外
国
人
を
含
む
）
が
対
象
で
す
。

基
準
日
に
市
内
に
住
民
登
録
が
な
い
方
は
、

住
民
登
録
さ
れ
て
い
た
市
町
村
で
申
請
の
受
付

を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

■
支
給
対
象
者

平
成
27
年
度
分
の
住
民
税
が
非
課
税
の
方

※ 

課
税
さ
れ
て
い
る
方
の
扶
養
親
族
お
よ
び
生

活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合
な
ど
は
除
き

ま
す
。

■
支
給
額

１
人
に
つ
き
６
千
円

■
申
請
受
付
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

支
給
対
象
と
な
り
得
る
方
に
は
、
８
月
下
旬

に
「
通
知
書
」
を
発
送
し
ま
し
た
。

申
請
期
間
に
つ
い
て
は
、
９
月
１
日
か
ら
３

月
１
日
ま
で
の
６
か
月
間
で
す
。
申
請
期
間
中

に
郵
送
ま
た
は
社
会
福
祉
課
に
直
接
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

ま
だ
、
確
定
申
告
、
ま
た
は
住
民
税
の
申
告

を
さ
れ
て
い
な
い
方
は
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

市
や
厚
生
労
働
省
の
職
員
を
か

た
っ
た
電
話
や
、
郵
便
が
届
い
た
ら
、

市
役
所
や
警
察
署
（
ま
た
は
警
察

相
談
専
用
電
話
（
＃
９
１
１
０
））

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

平成27年度
臨時福祉給付金について

平成２7年１月１日時点で「下野市」に住んでいた
(住民基本台帳に記録されていましたか)

平成２7年１月１日時点で「生活保護」を受けていなかった

(ご自身は)平成２7年度分の住民税(均等割)が課税されていない

(ご自身はどなたかに)扶養されている

１月１日時点で住民登録の
あった市町村にお尋ねください

(ご自身を)扶養している人は、
平成27年度分の住民税(均等
割)が課税されていない

「臨時福祉給付金」の支給対象です
※１人につき６千円を給付します

臨
時
福
祉
給
付
金
の

給
付
対
象
で
は
あ
り
ま
せ
ん

し
も
つ
け
ク
イ
ズ

自
治
医
大
で
開
催
さ
れ
る
薬
師
祭
は
今
年
で
何
回
目
？

問
4

Shimotsuke
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